
出先機関改革に係る「アクション・プラン～出先機関の 

原則廃止に向けて～」の閣議決定後の動きについて 

 

 

１． 経緯 

○ 昨年 12月 28日に、出先機関改革に関する「アクション・

プラン～出先機関の原則廃止に向けて～」が閣議決定さ

れた。 

○ 本年１月 25日に開催された、第 11回地域主権戦略会議

において、地域主権戦略会議の下に「アクション・プラ

ン推進委員会」が設置され、同推進委員会の下に「公共

職業安定所（ハローワーク）チーム」が設置された。 

○ ２月 23 日に、公共職業安定所（ハローワーク）チーム

が開催され、地方自治体に一体的な実施に関する提案募

集を行うことが決定された（締切：（第１次）平成 23年

３月 31日、（第２次）平成 23年５月 13日）。 

○ 現在、内容を整理中。 

 

２． 今後のスケジュール 

○６月以降  平成 23年度予算を活用して実現可能と考 

えられる提案は、厚生労働省と地方自治体 

が直接協議し、順次実現させる予定。その 

他の提案については、ハローワークチーム 

及びアクション・プラン推進委員会におけ 

る議論を踏まえ、適宜対応する。 
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アクション・プラン ～出先機関の原則廃止に向けて～ 

平成２２年１２月２８日 

閣 議 決 定 

国のかたちを変えて、住民に身近な行政はできる限り地方自治体に委ね、地域にお

ける行政を地方自治体が自主的かつより総合的に実施できるよう出先機関の事務・権

限をブロック単位で移譲すること等により、出先機関改革を下記のとおり進める。 

 

記 

 
１ 出先機関の事務・権限をブロック単位で移譲することを推進するための広域的実

施体制の枠組み作りのため、所要の法整備を行う。その際、以下の点に留意しなが

ら進める。 

 

（１）広域的実施体制の在り方について 

広域連合制度を活用するための諸課題について検討を行った上で、新たな広域行

政制度を整備する。その際、出先機関の事務・権限のブロック単位での移譲を受け

ようとする具体的意思を有する地域との間で、十分な協議・調整を行う。 

なお、北海道等については、地域特性に配慮した特例を設ける。 

 

（２）事務・権限移譲の在り方について 

出先機関単位で全ての事務・権限を移譲することを基本とする。 

全国一律・一斉の実施にこだわらず、広域で意思統一が図られた地域からの発意

に基づき移譲する仕組みとする。 

 

（３）職員、財源に係る措置の在り方について 

移譲対象機関の職員の身分取扱い等に係る所要の措置を講ずる。 

また、移譲される事務・権限の執行に必要な財源を確保することとし、ブロック

単位で大幅な事務・権限の移譲が行われる場合には、税源移譲についても検討する。 

 

（４）スケジュールについて 

平成 24 年通常国会に法案を提出し、準備期間を経て 26 年度中に事務・権限の移

譲が行われることを目指す。 
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２ 地方自治体が特に移譲を要望している事務・権限については、次のように整理す

る。 

 

（１）直轄道路 

一般国道の直轄区間の移管については、一の都道府県内で完結するものについて

は原則移管することを基本とし、それ以外のものの受皿となりうる１の体制が整う

までの間にあっても、国と都道府県・指定都市との個別協議に基づく移管が早期に

実現するよう、その対象の拡大も含めて移管の対象となり得る道路を国と都道府

県・指定都市の間で確認し、積極的に取り組んでいく。 

なお、移管に際しては、広域的に移動する道路利用者の視点に留意するとともに、

関係市町村長の意見を聴く。 

 

（２）直轄河川 

一級河川の直轄区間の移管については、一の都道府県内で完結する水系に属する

ものについては原則移管することを基本とし、それ以外のものの受皿となりうる１

の体制が整うまでの間にあっても、国と都道府県との個別協議に基づく移管が早期

に実現するよう、その対象の拡大も含めて移管の対象となり得る河川を国と都道府

県の間で確認し、積極的に取り組んでいく。 

   なお、移管に際しては、河川管理は国民の生命・財産に影響を与えかねないもの

であることに留意し、住民の生命・財産の保護の責務を有する流域の関係市町村長

の意見を聴く。 

 

（３）公共職業安定所（ハローワーク） 

利用者である地域の住民の利便性を向上させる観点から、まずは、希望する地方

自治体において、国が行う無料職業紹介、雇用保険の認定・給付等の事務と地方が

行う無料職業紹介、職業能力開発、公営住宅、福祉等に関する相談業務等が、地方

自治体の主導の下、運営協議会の設置などにより一体的に実施され、利用者の様々

なニーズにきめ細かく応えることが可能となるよう、所要の措置を講ずることとす

る。その際、国は地方自治体からの特区制度等の提案にも誠実に対応することを基

本とし、国の求人情報等の地方自治体への提供等当該一体的な実施の具体的な制度

の内容については、地方自治体の実情に応じて、国と地方自治体が協議して設計す

る。 

上記について速やかに着手し、当該一体的な実施を３年程度行い、その過程にお

いてもその成果と課題を十分検証することとし、広域的実施体制の枠組みの整備状

況も踏まえ、地方自治体への権限移譲について検討することとする。その際には、

ＩＬＯ第 88 号条約との整合性、都道府県を越えた職業紹介の適切な実施、雇用対



3 
 

策における機動性の担保、保険者の変更等雇用保険財政の根本に関わる議論等に留

意する。 

 

（４）直轄道路、直轄河川及び公共職業安定所（ハローワーク）について、上記改革

を円滑かつ速やかに実施するための仕組みを地域主権戦略会議の下に設ける。 

 

３ ２以外の事務・権限については、１の体制が整うまでの間にあっても、地方自治

体の意見・要望を踏まえ、事務・権限の移譲を積極的に行う。 

 

（１）一の都道府県内でおおむね完結する事務・権限については都道府県に移譲する。

そのうち、速やかに着手するものについて、関係府省が行った自らが所管する出

先機関の事務・権限仕分け（以下「自己仕分け」という。）において全国一律・

一斉に地方自治体に移譲するものとされたもの（「自己仕分け」結果において「Ａ

－ａ」とされたもの）を参考にして、移譲に向けた取り組みを実施する項目及び

その実施に向けた工程を地方と協議した上で平成 23 年６月末までに整理する。 

 

（２）複数の都道府県にまたがる事務・権限を含めて、個々の地方自治体の発意に応

じ選択的に移譲する事務・権限及び個々の地方自治体の発意による選択的実施を

認め、その試行状況を踏まえて移譲の可否について判断する事務・権限（「自己

仕分け」結果において「Ａ－ｂ」又は「Ｂ」とされたもの等）については、構造

改革特区制度等の活用などにより選択的・試行的に移譲を進めることとし、これ

らの移譲を円滑に進めるため、地方自治体からの相談窓口を設ける等所要の体制

の整備等を行う。 

 

（３）（１）及び（２）を円滑かつ速やかに実施するための仕組みを地域主権戦略会

議の下に設ける。 

 

４ 国の事務・権限の徹底した見直しによる出先機関のスリム化・効率化を行う。 

 

５ 財源・人員の取扱いについては、事務・権限の地方自治体への移譲を円滑に実施

するため、以下のとおり、進める。 

 

（１）財源の取扱い 

  事務・権限の地方自治体への移譲及び国から地方自治体への人員の移管等に際し

ては、改革の理念に沿って、それに伴う財源を確保することとし、必要な措置を講

ずる。 



4 
 

 

（２）人員の移管等の取扱い 

事務・権限の地方自治体への移譲に伴う人員の地方移管等の取扱いについて、技

術や専門性を有する人材活用の観点から、職員の雇用と国と地方を通じた公務能率

の維持・向上、国と地方の対等の立場にも配慮しつつ、次のような方向で、人員の

移管等の仕組みを検討・構築する。 

① 人材の地方自治体への移管等について総合的な調整を行うため、国と地方の双

方の関係者により構成される横断的な体制を整備 

② 人材の地方移管等に当たって必要となる枠組み・ルール等の構築（移管等が必

要となる要員規模の決め方、移管等の方法、身分の取扱い、給与を含む処遇上の

取扱い、退職金の負担等） 



「アクション・プラン」の推進体制について 

 

１ 「アクション・プラン」（平成 22 年 12 月 28 日閣議決定）２（４）

及び３（３）に基づき、改革を円滑かつ速やかに実施するための

仕組みとして、地域主権戦略会議の下に「アクション・プラン」

推進委員会（以下「推進委員会」という。）を置く。 

 

２ 推進委員会の委員長は内閣府特命担当大臣（地域主権推進）と

し、推進委員会のその他の構成員は、委員長が指名する。 

 

３（１） 次の表の右欄に掲げる課題を検討するため、推進委員会

に左欄に掲げるチームを置き、各チームの主査は、委員長

が指名する。 

（２） チームの構成員その他チームの運営に必要な事項は、主

査が定める。 

 

４ 前各項に掲げるもののほか、推進委員会の運営に関する事項そ

の他必要な事項は、委員長が定める。 

直轄道路・直轄河川チーム 「アクション・プラン」記２(１)及び(２)

公共職業安定所(ハローワーク)チーム 「アクション・プラン」記２(３) 

共通課題チーム 「アクション・プラン」記３(１)及び(２)

平成２３年１月２５日 地域主権戦略会議決定 



「アクション・プラン」の推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直轄道路・直轄河川チーム 

公共職業安定所（ハローワーク）チーム 

共 通 課 題 チ ー ム

（チームの検討状況を踏まえ適宜開催） 

地 域 主 権 戦 略 会 議 

 

※上記のほか、広域的実施体制の枠組み作りについても、委員会で取り上げる。



「アクション・プラン」推進委員会の構成員 

 

片山善博 内閣府特命担当大臣（地域主権推進） 

上田清司 埼玉県知事 

北川正恭 早稲田大学大学院教授 

平野達男 内閣府副大臣 

逢坂誠二 総務大臣政務官 

 



「アクション・プラン」推進委員会に置かれるチームの構成員 

 

【直轄道路・直轄河川チーム】 

  北川正恭 早稲田大学大学院教授（主査） 

  逢坂誠二 総務大臣政務官 

  津川祥吾 国土交通大臣政務官 

  二井関成 山口県知事 

 

【公共職業安定所（ハローワーク）チーム】 

  北川正恭 早稲田大学大学院教授（主査） 

  逢坂誠二 総務大臣政務官 

  小林正夫 厚生労働大臣政務官 

  山田啓二 京都府知事 

 

【共通課題チーム】 

  北川正恭 早稲田大学大学院教授（主査） 

  逢坂誠二 総務大臣政務官 

  村井嘉浩 宮城県知事 

 （※必要に応じ、関係府省の副大臣・政務官の参加を要請） 
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